
 

令和８年４月１日 

 

関係団体 御中 

 

国土交通省住宅局建 築 指 導 課 

参事官（建築企画担当）付 

（公印省略） 

 

改正建築基準法・建築物省エネ法の施行後１年における実態調査について 

 

日頃より建築行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

昨年４月の脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第 69 号）の全面施行から１年経過したこと

から、設計等事業者における改正法施行に関する準備等の取組や現在の建築確認の状況等に

係る実態調査を下記のとおり実施いたします。 

貴団体におかれましては、貴団体の会員に対して、本調査への回答をご依頼いただきます

ようお願いいたします。 

 

記 

 

１．調査について 

対  象：本年 3月中に確認済証の交付を受けた案件を有する事業者 

調査・回答方法：Microsoft Formsを用いた WEBアンケートです。下記ＵＲＬにアクセス

いただきご回答願います。 

        【回答リンク】 https://forms.office.com/r/1FW1T8FPhB 

                ※QRコードは次頁に掲載 

回答期限：２０２６年４月１０日（金）までにご回答願います。 

調査内容：下記項目について設問を設定しております（計 19問）。 

（１）ご回答いただく事業者について 

（２）改正建築基準法、改正建築物省エネ法の施行に係る対応について 

（３）直近に確認済証、省エネ適合判定通知書の交付を受けた案件に係る審査に

ついて 

 回答にあたっての留意事項 

  本調査結果については個々の事業者が特定出来ないよう統計処理を行った上で公表

します。 

  

https://forms.office.com/r/1FW1T8FPhB


 

２．問い合わせ先  

 国土交通省住宅局建築指導課企画係 金子、宮内  

 電話：03-5253-8513 

 メール：kaneko-m92ta@mlit.go.jp 

miyauchi-h2ff@mlit.go.jp 

 

【回答 QRコード】 

 
 

以上 
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